
別紙

株式会社○○○○

✔ 埼玉県多様な働き方実践企業認定を受けている。

✔ 当初

　 変更（ 回目）

次の 人については、令和８年２月２８日現在、 を報告します。

次の 人については、令和８年３月３１日現在、 を報告します。

※該当の□に✔を記入してください。

１　支給内容

翌月払い
✔　注２

休日の取り扱い　注３

注１）　年間支給回数・時期欄は、１２回（給与支給時）、２回（６月、１２月）など記入してください。

注２）　翌月払いの場合は、□内に✔を記入してください。翌月払い新規申込者の場合は、当該年度の支援対象期間は11か月となります。

注３）　休日の取り扱いは、支給日が休日となった場合の支給日の繰り上げ若しくは繰り下げを規程のとおり記入してください。

注４）　支給額は、１回当たりの支給額について、規程を抜粋して記入してください。

注５）　支給期間は、支給の開始から終了までの期間について、規程を抜粋して記入してください。

1 ✔ 事 業 計 画 書

2 　 遂 行 状 況 報 告 書 { 当社に在籍している（いた）こと
下記のとおり規程に基づいて手当等を支払う予定であること }

事 業 者 名

3 　 事 業 報 告 書 { 当社に在籍している（いた）こと
下記のとおり規程に基づいて手当等を支払ったこと }

支給期 間：
正社員となった月を１か月目とし、○○か月目となる月まで支給する。ただし、4月以降に奨学金の返還猶予期間がある場合は、初回の返還日の属する
月を1か月目とし、○○か月目となる月まで支給する。

前営業日に繰り上げ

支給名目（手当の名称） 年間支給回数・時期(締日・支払日・休日の取扱い)注１ 従業員１人当たりの１回の支給額及び支給期間(規程抜粋)　注４・注５

奨学金返還支援手当

支 給 回 数 １２回（給与支給時）

支 給 額 ：
正社員となってから月額　10,000円とする。
ただし、本人の奨学金返還月額を超えての支給は行わないものとする。

締 日 １０日

支 払 日 当月25日 ✔

記入例

認定を受けていない場合は、☑を外すと
２ページ目の補助率が1/2になります

当月払いの場合は
チェックを外す

事業者名を必ず記入

期間の定めがない場合は、記入不要

手当の名称を必ず記入する

実績報告時には、
対象者の人数を記入

実績報告時には、1 の✔を外し
て、3 に✔を入れる



２　支援計画 （ ～ を当該年度とする）

☑

60 か月 円 円 a 上限：9万円又は12万円

（翌月払いのため 59 か月） ( （ 円

12 12

ｂ 　　○○○○奨学金

上記12か月に満たない理由 円

54 か月

　 （翌月払いのため 53 か月）

48 か月 円 円 a 上限：9万円又は12万円

（翌月払いのため 47 か月） ( （ 円

6 6

ｂ

上記12か月に満たない理由 円
42 か月

　 （翌月払いのため 41 か月）

73 か月 円 円 a 上限：9万円又は12万円

（翌月払いのため 72 か月） ( （ 円

12 12

ｂ

上記12か月に満たない理由 円
78 か月

　 （翌月払いのため 77 か月）

※支援対象者が４名以上の場合は行を追加してください。

No. 氏名
正社員となった年月日

及び
奨学金の返還開始日

年度末経過月数
最長当該年度３月末まで

配属先所在地
1.計画　・　2.遂行　・　3.実績　

補助金額の積算
奨学金名

居住地（市町村） 申請年度の返還額㋑ 手当等の年間支給㋺ （ a , b の低い額） 〔実施団体名〕

令和7年4月1日 令和8年3月31日

1

正社員となった年月日
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町〇‐〇‐〇

80,000
年度中
の追加
変更

120,000

（㋺ の 3 分の 2 ）

80,000

□□　■■

旧姓： ○○

前年度からの継続申請

独立行政法人日本学
生支援機構

さいたま市浦和区

か月） か月）

令和3年10月27日

円

第一種奨学金
第二種奨学金令和3年4月1日 276,000 120,000

23,000 円× 10,000 円×

奨学金の返還開始日

2

正社員となった年月日
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町〇‐〇‐〇

60,000
年度中
の追加
変更

120,000

（㋺ の 3 分の 2 ）
60,000

・返還開始が遅れるから

△△　▲▲

旧姓：

前年度からの継続申請

独立行政法人日本学
生支援機構

川口市

か月） か月）

令和4年10月27日

円

第一種奨学金
令和4年4月1日 108,000 90,000

18,000 円× 15,000 円×

奨学金の返還開始日

3

正社員となった年月日
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町〇‐〇‐〇

64,000
年度中
の追加
変更 令和1年10月27日

120,000

（㋺ の 3 分の 2 ）
64,000

〇〇　●●

旧姓：

前年度からの継続申請

✔

独立行政法人日本学
生支援機構

熊谷市

か月） か月）
円

第二種奨学金
令和2年3月8日 96,000 96,000

8,000 円× 8,000 円×

奨学金の返還開始日

補助金額の積算は、以下の a , b のいずれか低い額となります。（小数点以下切り捨て）
a：年9万円（埼玉県多様な働き方実践企業認定については、年12万円）
b：補助限度額 2分の1（埼玉県多様な働き方実践企業認定については、3分の2）

306,000 円 204,000 円合計 480,000 円

該当する場合☑する

該当する場合☑する
該当する理由を選択

複数返還している
場合は、合算する ・第一種は、元金のみ

・第二種は、元金＋利息

日本学生支援機構以外
のものは、適宜記載

初めて申請の場合 規程の施行月以降
上記表 1事業計画書 に ☑を入れると
計画の下にチェックが表示


